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『有料道路における障害者割引措置実施要領』改正 新旧対照表 

 

新 旧 

通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用する障害

者に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため､東日本高

速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、

西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速

道路株式会社及び地方道路公社(以下｢会社等｣という。)は、一般利用

者との均衡を保ちつつ、有料道路料金について割引措置を講ずること

とする｡ 

１ 適用範囲 

障害者割引措置（以下「本措置」という。）は､身体障害者が自ら

自動車を運転する場合又は重度の身体障害者若しくは重度の知的

障害者が乗車し､その移動のために本人以外の者が自動車を運転す

る場合に、本措置の適用を受けようとする障害者１人につき１台の

自動車に対して講ずるものとする｡ 

（１） 身体障害者が自ら自動車を運転する場合 

① 身体障害者の範囲 

身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)第 15 条第 4 項

の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15歳未満

の者につき､その保護者が身体障害者手帳の交付を受けている

場合における当該保護者を除く｡) 

② 自動車の範囲 

身体障害者が自ら運転する乗用自動車(自動車検査証の｢用

途｣欄に乗用と記載されているもので、乗車定員 10人以下のも

の。以下同じ。)、貨物自動車(自動車検査証の｢用途｣欄に貨物

と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員が４人

以上１０人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがない

もの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量

通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用する障害

者に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため､東日本高

速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、

西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速

道路株式会社及び地方道路公社(以下｢会社等｣という。)は、一般利用

者との均衡を保ちつつ、有料道路料金について割引措置を講ずること

とする｡ 

１ 適用範囲 

障害者割引措置（以下「本措置」という。）は､身体障害者が自ら

自動車を運転する場合又は重度の身体障害者若しくは重度の知的

障害者が乗車し､その移動のために本人以外の者が自動車を運転す

る場合に、本措置の適用を受けようとする障害者１人につき１台の

自動車に対して講ずるものとする｡ 

（１） 身体障害者が自ら自動車を運転する場合 

① 身体障害者の範囲 

身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)第 15 条第 4 項

の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15歳未満

の者につき､その保護者が身体障害者手帳の交付を受けている

場合における当該保護者を除く｡) 

② 自動車の範囲 

身体障害者が自ら運転する乗用自動車(自動車検査証の｢用

途｣欄に乗用と記載されているもので、乗車定員 10人以下のも

の。以下同じ。)、貨物自動車(自動車検査証の｢用途｣欄に貨物

と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員が４人

以上１０人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがない

もの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量

（参考）
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が５００㎏以下のもの。以下同じ。)、特種用途自動車(自動車

検査証の｢用途｣欄に特種と記載されているもののうち、｢車体

の形状｣欄に車いす移動車、身体障害者輸送車又はキャンピン

グ車と記載されているもので、乗車定員が 10 人以下のもの。

以下同じ。)又は二輪自動車(総排気量が 125ccを超えるもの。

以下同じ。)で、当該身体障害者又はその親族等(配偶者、直系

血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親

族等。以下同じ。)が所有するもの(自動車検査証の｢所有者の

氏名又は名称｣欄に当該身体障害者若しくはその親族等の氏名

が記載されているもの又は割賦契約若しくは長期の賃貸借契

約等により自動車を利用している場合であって、自動車検査証

の｢使用者の氏名又は名称｣欄に当該身体障害者若しくはその

親族等の氏名が記載されているもの。)。ただし、営業用の自

動車(割賦契約若しくは長期の賃貸借契約等により自動車を利

用している場合以外であって、自動車検査証の｢所有者の氏名

又は名称｣若しくは｢使用者の氏名又は名称｣欄に法人名が記載

されているもの、自動車検査証の｢自家用･事業用の別｣欄に事

業用と記載されているもの又は外見上営業のために使用して

いることが明らかであるもの等。以下同じ。)を除く。 

（２） 重度の身体障害者又は重度の知的障害者が乗車し、その移動

のために本人以外の者が自動車を運転する場合 

① 重度の身体障害者の範囲 

身体障害者福祉法第 15条第 4項の規定により身体障害者手

帳の交付を受けている者(15才未満の者につき、その保護者が

身体障害者手帳の交付を受けているときは、当該 15 才未満の

者)のうち、別表１の左欄に掲げる障害の区分ごとにそれぞれ

同表の右欄に掲げる等級(身体障害者福祉法施行規則(昭和 25

年厚生省令第 15号)別表第 5号に定める障害の等級をいう。)

に該当する障害を有する者及び同表の左欄に掲げる障害を２

が５００㎏以下のもの。以下同じ。)、特種用途自動車(自動車

検査証の｢用途｣欄に特種と記載されているもののうち、｢車体

の形状｣欄に車いす移動車、身体障害者輸送車又はキャンピン

グ車と記載されているもので、乗車定員が 10 人以下のもの。

以下同じ。)又は二輪自動車(総排気量が 125ccを超えるもの。

以下同じ。)で、当該身体障害者又はその親族等(配偶者、直系

血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親

族等。以下同じ。)が所有するもの(自動車検査証の｢所有者の

氏名又は名称｣欄に当該身体障害者若しくはその親族等の氏名

が記載されているもの又は割賦契約若しくは長期の賃貸借契

約等により自動車を利用している場合であって、自動車検査証

の｢使用者の氏名又は名称｣欄に当該身体障害者若しくはその

親族等の氏名が記載されているもの。)。ただし、営業用の自

動車(割賦契約若しくは長期の賃貸借契約等により自動車を利

用している場合以外であって、自動車検査証の｢所有者の氏名

又は名称｣若しくは｢使用者の氏名又は名称｣欄に法人名が記載

されているもの、自動車検査証の｢自家用･事業用の別｣欄に事

業用と記載されているもの又は外見上営業のために使用して

いることが明らかであるもの等。以下同じ。)を除く。 

（２） 重度の身体障害者又は重度の知的障害者が乗車し、その移動

のために本人以外の者が自動車を運転する場合 

① 重度の身体障害者の範囲 

身体障害者福祉法第 15条第 4項の規定により身体障害者手

帳の交付を受けている者(15才未満の者につき、その保護者が

身体障害者手帳の交付を受けているときは、当該 15 才未満の

者)のうち、別表１の左欄に掲げる障害の区分ごとにそれぞれ

同表の右欄に掲げる等級(身体障害者福祉法施行規則(昭和 25

年厚生省令第 15号)別表第 5号に定める障害の等級をいう。)

に該当する障害を有する者及び同表の左欄に掲げる障害を２
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以上有し、その障害の総合の程度が同表の右欄に準ずる者 

      注）｢身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割

引について(昭和 57年 1月 6日社更発第 4号厚生省社会局

長･児童家庭局長通知)｣の第 2 に規定する第 1 種身体障害

者と同じ範囲。 

② 重度の知的障害者の範囲 

療育手帳制度要綱(昭和 48年 9月 27日厚生省発児第 156号

厚生事務次官通知｢療育手帳制度について｣別紙)の定めるとこ

ろにより療育手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が

｢療育手帳制度の実施について(昭和 48年 9月 27日児発第 725

号厚生省児童家庭局長通知)｣の第３の１(1)に規定する｢重度｣

に該当する者 

注）｢知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割

引について(平成 3 年 9 月 24 日児発第 811 号厚生省児童

家庭局長通知)｣の第 2 に規定する第 1 種知的障害者と同

じ範囲。 

③ 自動車の範囲 

①又は②に規定する者(以下「重度障害者」という。)が乗車

し、その移動のために本人以外の者が運転する乗用自動車、貨

物自動車、特種用途自動車又は二輪自動車で、当該重度障害者

若しくはその親族等が所有するもの(自動車検査証の｢所有者

の氏名又は名称｣欄に当該重度障害者若しくはその親族等の氏

名が記載されているもの又は割賦契約若しくは長期の賃貸借

契約等により自動車を利用している場合であって、自動車検査

証の｢使用者の氏名又は名称｣欄に当該重度障害者若しくはそ

の親族等の氏名が記載されているもの。)又はこれらの者がこ

れらの自動車を所有していない場合にあっては、当該重度障害

者を継続して日常的に介護している者が所有するもの(自動車

検査証の｢所有者の氏名又は名称｣欄に当該重度障害者を継続

以上有し、その障害の総合の程度が同表の右欄に準ずる者 

      注）｢身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割

引について(昭和 57年 1月 6日社更発第 4号厚生省社会局

長･児童家庭局長通知)｣の第 2 に規定する第 1 種身体障害

者と同じ範囲。 

② 重度の知的障害者の範囲 

療育手帳制度要綱(昭和 48年 9月 27日厚生省発児第 156号

厚生事務次官通知｢療育手帳制度について｣別紙)の定めるとこ

ろにより療育手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が

｢療育手帳制度の実施について(昭和 48年 9月 27日児発第 725

号厚生省児童家庭局長通知)｣の第３の１(1)に規定する｢重度｣

に該当する者 

注）｢知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割

引について(平成 3 年 9 月 24 日児発第 811 号厚生省児童

家庭局長通知)｣の第 2 に規定する第 1 種知的障害者と同

じ範囲。 

③ 自動車の範囲 

①又は②に規定する者(以下「重度障害者」という。)が乗車

し、その移動のために本人以外の者が運転する乗用自動車、貨

物自動車、特種用途自動車又は二輪自動車で、当該重度障害者

若しくはその親族等が所有するもの(自動車検査証の｢所有者

の氏名又は名称｣欄に当該重度障害者若しくはその親族等の氏

名が記載されているもの又は割賦契約若しくは長期の賃貸借

契約等により自動車を利用している場合であって、自動車検査

証の｢使用者の氏名又は名称｣欄に当該重度障害者若しくはそ

の親族等の氏名が記載されているもの。)又はこれらの者がこ

れらの自動車を所有していない場合にあっては、当該重度障害

者を継続して日常的に介護している者が所有するもの(自動車

検査証の｢所有者の氏名又は名称｣欄に当該重度障害者を継続
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して日常的に介護している者の氏名が記載されているもの又

は割賦契約若しくは長期の賃貸借契約等により自動車を利用

している場合であって、自動車検査証の｢使用者の氏名又は名

称｣欄に当該重度障害者を継続して日常的に介護している者の

氏名が記載されているもの。)。ただし、営業用の自動車を除

く。 

２ 割引料金額 

割引料金額は通常料金の半額とする。 

この場合、割引料金額の計算単位は、最小計算単位を 10円とし、

10円未満の端数が生じる場合には、これを切り上げ 10円とする。 

３ 実施方法 

（１） 実施手続 

会社等は、市町村（特別区を含む。）が社会福祉法(昭和 26年

法律第 45号)第 14条の規定により設置した福祉に関する事務

所及び福祉に関する事務所を設置していない町村(以下｢市町

村福祉事務所等｣という。)並びに一般財団法人道路厚生会(以

下｢道路厚生会｣という。)の協力を得て、本措置を実施するも

のとする。 

① 道路厚生会は、有料道路障害者割引申請書兼ＥＴＣ利用申請

証明書(様式１) (以下｢申請書｣という。)等を製作し、市町村

福祉事務所等からの連絡に応じて、必要部数を市町村福祉事務

所等に直接送付する。 

② 市町村福祉事務所等は、申請毎に本措置の有効期間が満了す

る日までの間申請書を保管するものとし、会社等から要求があ

った場合には、写しをすみやかに会社等に送付する。 

（２） 利用手続 

身体障害者又は重度障害者であって、本措置の適用を受けよ

うとする者(以下｢対象障害者｣という。)は、以下の手続により

身体障害者手帳又は療育手帳(以下｢手帳｣という。)を使用して

して日常的に介護している者の氏名が記載されているもの又

は割賦契約若しくは長期の賃貸借契約等により自動車を利用

している場合であって、自動車検査証の｢使用者の氏名又は名

称｣欄に当該重度障害者を継続して日常的に介護している者の

氏名が記載されているもの。)。ただし、営業用の自動車を除

く。 

２ 割引料金額 

割引料金額は通常料金の半額とする。 

この場合、割引料金額の計算単位は、最小計算単位を 10円とし、

10円未満の端数が生じる場合には、これを切り上げ 10円とする。 

３ 実施方法 

（１） 実施手続 

会社等は、市町村（特別区を含む。）が社会福祉法(昭和 26年

法律第 45号)第 14条の規定により設置した福祉に関する事務

所及び福祉に関する事務所を設置していない町村(以下｢市町

村福祉事務所等｣という。)並びに一般財団法人道路厚生会(以

下｢道路厚生会｣という。)の協力を得て、本措置を実施するも

のとする。 

① 道路厚生会は、有料道路障害者割引申請書兼ＥＴＣ利用申請

書(様式１) (以下｢申請書｣という。)等を製作し、市町村福祉

事務所等からの連絡に応じて、必要部数を市町村福祉事務所等

に直接送付する。 

② 市町村福祉事務所等は、申請毎に本措置の有効期間が満了す

る日までの間申請書を保管するものとし、会社等から要求があ

った場合には、写しをすみやかに会社等に送付する。 

（２） 利用手続 

身体障害者又は重度障害者であって、本措置の適用を受けよ

うとする者(以下｢対象障害者｣という。)は、以下の手続により

身体障害者手帳又は療育手帳(以下｢手帳｣という。)を使用して
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有料道路を通行するものとする。 

ただし、有料道路自動料金収受システム(無線通信により通

行料金の支払いに必要な手続を行う場合のもの。以下｢ＥＴＣ｣

という。)を利用して本措置の適用を受けようとする場合は、

対象障害者本人名義のＥＴＣカード(ただし、ＥＴＣコーポレ

ートカードを除く。また、対象障害者１人につき１枚に限り、

１(２)による割引の適用を受け、かつ１(１)による割引の適用

を受けない場合に対象障害者が未成年のときは、その親権者又

は後見人名義のＥＴＣカードを含む。)及びＥＴＣ車載器(手帳

に自動車登録番号又は車両番号が記載されている自動車（以下

「利用登録自動車」という。）に取り付けられているもの。)を

利用して、有料道路を通行するものとする。 

なお、手帳の記載事項等をスマートフォンなどに表示する機

能を有するアプリ（ただし、別表２に定めるもので、当該アプ

リの記載内容が、手帳の記載と同様のものである場合に限る。

以下「障害者手帳アプリ」という。）を利用して本措置の適用

を受けようとする場合は、別途、アプリが必要とする利用登録

などの手続きを行い、有料道路を通行するものとする。 

① 手帳への記載等 

対象障害者は、居住地を所管する市町村福祉事務所等におい

て、必要事項を記入した申請書を提出するとともに、自動車検

査証その他必要書類を呈示して、手帳の所定の箇所に、本措置

の対象である旨（１（１）に定める割引のみが認められる場合

は「道路」、１（２）に定める割引が認められる場合は「道路介

護」。）、申請書に記入した自動車登録番号又は車両番号及び割

引有効期限の記載を受ける。 

   また、対象障害者は手帳に記載された自動車登録番号若しく

は車両番号を変更する必要がある場合又は呈示した自動車検

査証若しくは軽自動車届出済証上の所有者若しくは使用者が

有料道路を通行するものとする。 

ただし、有料道路自動料金収受システム(無線通信により通

行料金の支払いに必要な手続を行う場合のもの。以下｢ＥＴＣ｣

という。)を利用して本措置の適用を受けようとする場合は、

対象障害者本人名義のＥＴＣカード(ただし、ＥＴＣコーポレ

ートカードを除く。また、対象障害者１人につき１枚に限り、

１(２)による割引の適用を受け、かつ１(１)による割引の適用

を受けない場合に対象障害者が未成年のときは、その親権者又

は後見人名義のＥＴＣカードを含む。)及びＥＴＣ車載器(手帳

に自動車登録番号又は車両番号が記載されている自動車（以下

「利用登録自動車」という。）に取り付けられているもの。)を

利用して、有料道路を通行するものとする。 

なお、手帳の記載事項等をスマートフォンなどに表示する機

能を有するアプリ（ただし、別表２に定めるもので、当該アプ

リの記載内容が、手帳の記載と同様のものである場合に限る。

以下「障害者手帳アプリ」という。）を利用して本措置の適用

を受けようとする場合は、別途、アプリが必要とする利用登録

などの手続きを行い、有料道路を通行するものとする。 

① 手帳への記載等 

対象障害者は、居住地を所管する市町村福祉事務所等におい

て、必要事項を記入した申請書を提出するとともに、自動車検

査証その他必要書類を呈示して、手帳の所定の箇所に、本措置

の対象である旨（１（１）に定める割引のみが認められる場合

は「道路」、１（２）に定める割引が認められる場合は「道路介

護」。）、申請書に記入した自動車登録番号又は車両番号及び割

引有効期限の記載を受ける。 

   また、対象障害者は手帳に記載された自動車登録番号若しく

は車両番号を変更する必要がある場合又は呈示した自動車検

査証若しくは軽自動車届出済証上の所有者若しくは使用者が
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変更となった場合は、再度、上記の手続により手帳への記載を

受ける（以下「変更手続き」という。）。その際、従前の記載事

項は抹消されるものとする。 

  ② 有料道路障害者割引申請書兼ＥＴＣ利用申請証明書の発行

等 

ＥＴＣ利用時に本措置の適用を希望する対象障害者は、申請

書に必要事項を記入して提出し、市町村福祉事務所等からＥＴ

Ｃ割引有効期限及び会社等の定める方法により付与される整

理番号が記載された有料道路障害者割引申請書兼ＥＴＣ利用

申請証明書(様式２)の発行を受け、会社等の設置する窓口であ

る有料道路ＥＴＣ割引登録係（以下「登録係」という。）に当

該証明書を送付する。 

登録係は当該証明書に記載されたＥＴＣカード及びＥＴＣ

車載器により、本措置の適用を可能とする処理(以下｢ＥＴＣ利

用登録｣という。)を行う。 

なお、変更手続きを行った場合又は申請書に記入した自動車

登録番号若しくは車両番号、ＥＴＣカードの名義若しくは番号

若しくはＥＴＣ車載器の管理番号を変更する必要がある場合

は、再度、上記の手続によりＥＴＣ利用登録を受ける。この際、

記入する必要事項のうち、ＥＴＣカードの名義若しくは番号又

はＥＴＣ車載器の管理番号に変更がない場合は、変更のない旨

を記入することで、当該事項を省略できるものとする。 

③ 代理人による申請 

対象障害者は、代理人であることを証する記載をもって、代

理人による申請を行うことができる。 

（３） 割引措置の有効期間 

    本措置の有効期間は、３(２)①の申請をした日から、その後

の対象障害者の２回目の誕生日までとする。なお、有効期間内

に手帳に記載された自動車登録番号又は車両番号の変更によ

変更となった場合は、再度、上記の手続により手帳への記載を

受ける（以下「変更手続き」という。）。その際、従前の記載事

項は抹消されるものとする。 

② ＥＴＣ利用対象者証明書の発行等 

 

ＥＴＣ利用時に本措置の適用を希望する対象障害者は、申請

書に必要事項を記入して提出し、市町村福祉事務所等からＥＴ

Ｃ割引有効期限及び会社等の定める方法により付与される整

理番号が記載されたＥＴＣ利用対象者証明書(様式２)の発行

を受け、会社等の設置する窓口である有料道路ＥＴＣ割引登録

係（以下「登録係」という。）に当該証明書を送付する。 

登録係は当該証明書に記載されたＥＴＣカード及びＥＴＣ

車載器により、本措置の適用を可能とする処理(以下｢ＥＴＣ利

用登録｣という。)を行う。 

なお、変更手続きを行った場合又は申請書に記入した自動車

登録番号若しくは車両番号、ＥＴＣカードの名義若しくは番号

若しくはＥＴＣ車載器の管理番号を変更する必要がある場合

は、再度、上記の手続によりＥＴＣ利用登録を受ける。 

 

 

 

   

③ 代理人による申請 

対象障害者は、手帳及び代理人であることを証する書面をも

って、代理人による申請を行うことができる。 

（３） 割引措置の有効期間 

    本措置の有効期間は、３(２)①の申請をした日から、その後

の対象障害者の２回目の誕生日までとする。なお、有効期間内

に手帳に記載された自動車登録番号又は車両番号の変更によ
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る３(２)①の申請があった場合の本措置の有効期間は、従前の

有効期間にかかわらず、当該申請をした日から、その後の対象

障害者の２回目の誕生日までとする。 

対象障害者は、有効期間の満了後も本措置を受けようとする

場合は、再度３(２)①の申請を行うものとする（ＥＴＣ利用時

に本措置の適用を受けようとする場合は、併せて３(２)②の申

請を行うものとする。）。この申請は有効期間の満了する日の２

ヶ月前から行うことができるものとし、有効期間の満了日より

前に申請が行われた場合(有効期間の満了日の前２ヶ月間に、

手帳に記載された自動車登録番号又は車両番号の変更による

３(２)①の申請が行われた場合を含む。)、新たな有効期間は

申請日の後の対象障害者の３回目の誕生日に満了するものと

する。この際、記入する必要事項のうち、ＥＴＣカードの名義

若しくは番号又はＥＴＣ車載器の管理番号に変更がない場合

は、変更のない旨を記入することで、当該事項を省略できるも

のとする。 

（４） 通行方法 

対象障害者は、料金を支払う際に手帳を呈示して、料金所係

員から手帳の記載事項等により、自ら運転していること（３

(２)①の「道路介護」の記載がある場合は乗車していること。）、

利用する自動車の自動車登録番号又は車両番号が手帳に記載

されたものと同じであること及び本措置の有効期間内である

ことの確認を受けたうえで、所定の料金を支払って通行する。

この際、対象障害者は、障害者手帳アプリの呈示により、手帳

の呈示に代えることができるものとする。 

    ＥＴＣ利用の場合は、利用登録自動車にＥＴＣ利用登録を受

けたＥＴＣ車載器を取り付け、当該車載器と併せてＥＴＣ利用

登録を受けたＥＴＣカードを当該車載器に挿入して通行する。 

なお、対象障害者が本措置の適用を受けようとする場合は、

る３(２)①の申請があった場合の本措置の有効期間は、従前の

有効期間にかかわらず、当該申請をした日から、その後の対象

障害者の２回目の誕生日までとする。 

対象障害者は、有効期間の満了後も本措置を受けようとする

場合は、再度３(２)①の申請を行うものとする（ＥＴＣ利用時

に本措置の適用を受けようとする場合は、併せて３(２)②の申

請を行うものとする。）。この申請は有効期間の満了する日の２

ヶ月前から行うことができるものとし、有効期間の満了日より

前に申請が行われた場合(有効期間の満了日の前２ヶ月間に、

手帳に記載された自動車登録番号又は車両番号の変更による

３(２)①の申請が行われた場合を含む。)、新たな有効期間は

申請日の後の対象障害者の３回目の誕生日に満了するものと

する。 

 

 

 

（４） 通行方法 

対象障害者は、料金を支払う際に手帳を呈示して、料金所係

員から手帳の記載事項等により、自ら運転していること（３

(２)①の「道路介護」の記載がある場合は乗車していること。）、

利用する自動車の自動車登録番号又は車両番号が手帳に記載

されたものと同じであること及び本措置の有効期間内である

ことの確認を受けたうえで、所定の料金を支払って通行する。

この際、対象障害者は、障害者手帳アプリの呈示により、手帳

の呈示に代えることができるものとする。 

    ＥＴＣ利用の場合は、利用登録自動車にＥＴＣ利用登録を受

けたＥＴＣ車載器を取り付け、当該車載器と併せてＥＴＣ利用

登録を受けたＥＴＣカードを当該車載器に挿入して通行する。 

なお、対象障害者が本措置の適用を受けようとする場合は、
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常に手帳を携行し、会社等から求められたときは、これを呈示

し、手帳の記載事項等の確認を受けるものとする。また、後日

利用状況について、会社等から問い合わせる場合がある。 

（５） 支払手段 

   本措置における料金の支払いは、それぞれの有料道路におい

て利用可能な支払手段により行うものとする。 

（６）違反行為に対する措置 

① 本措置の停止 

会社等は次に掲げる要件のいずれかに該当する場合、対象障害

者に対して本措置を２年間停止するものとし、市町村福祉事務所

等は会社等の依頼により従前の手帳の記載を抹消のうえ本措置

が停止される旨の記載を手帳の所定の箇所に行い、会社等は３

(２)②のＥＴＣ利用登録がなされている場合にはこれを抹消す

る。また、市町村福祉事務所等は本措置の停止期間中の３(２)①

の申請を受理しないものとする。ただし、社会通念上、対象障害

者に違反行為の責がないと会社等が認める場合はこの限りでな

い。 

イ 不当に本措置の適用を受けた場合 

(ⅰ) ３(２)①の記載を書き換えて有料道路を通行したとき 

(ⅱ) ３(２)②のＥＴＣ利用登録を受けたＥＴＣカード及び

ＥＴＣ車載器を利用登録自動車以外の自動車で利用し有

料道路を通行したとき 

(ⅲ) ３（２）①の記載と異なる内容で有料道路を通行したと

き 

(ⅳ) ３(２)①の記載を受けた手帳又は３(２)②のＥＴＣ利

用登録を受けたＥＴＣカード及びＥＴＣ車載器を対象障

害者以外の者が利用し有料道路を通行したとき（ただし、

１(２)に定める割引が認められる場合において、３(４)に

定める通行方法により通行する場合を除く） 

常に手帳を携行し、会社等から求められたときは、これを呈示

し、手帳の記載事項等の確認を受けるものとする。また、後日

利用状況について、会社等から問い合わせる場合がある。 

（５） 支払手段 

   本措置における料金の支払いは、それぞれの有料道路におい

て利用可能な支払手段により行うものとする。 

（６）違反行為に対する措置 

① 本措置の停止 

会社等は次に掲げる要件のいずれかに該当する場合、対象障害

者に対して本措置を２年間停止するものとし、市町村福祉事務所

等は会社等の依頼により従前の手帳の記載を抹消のうえ本措置

が停止される旨の記載を手帳の所定の箇所に行い、会社等は３

(２)②のＥＴＣ利用登録がなされている場合にはこれを抹消す

る。また、市町村福祉事務所等は本措置の停止期間中の３(２)①

の申請を受理しないものとする。ただし、社会通念上、対象障害

者に違反行為の責がないと会社等が認める場合はこの限りでな

い。 

イ 不当に本措置の適用を受けた場合 

(ⅰ) ３(２)①の記載を書き換えて有料道路を通行したとき 

(ⅱ) ３(２)②のＥＴＣ利用登録を受けたＥＴＣカード及び

ＥＴＣ車載器を利用登録自動車以外の自動車で利用し有

料道路を通行したとき 

(ⅲ) ３（２）①の記載と異なる内容で有料道路を通行したと

き 

(ⅳ) ３(２)①の記載を受けた手帳又は３(２)②のＥＴＣ利

用登録を受けたＥＴＣカード及びＥＴＣ車載器を対象障

害者以外の者が利用し有料道路を通行したとき（ただし、

１(２)に定める割引が認められる場合において、３(４)に

定める通行方法により通行する場合を除く） 
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ロ 対象障害者又は代理人が事実と異なる内容により３(２)

①の申請を行った場合又は３(２)②のＥＴＣ利用申請を行

った場合 

ハ その他、この実施要領に反する行為と会社等が認めた場合 

② 割増金の徴収 

３(６)①イからハのいずれかの規定に該当する場合は、この

実施要領に反して本措置の適用を受けた者に対し、道路整備特

別措置法(昭和 31年 3月 14日法律第 7号)第 26条の規定によ

り通常料金のほか、不法に免れた額の２倍の額を割増金として

徴収する。 

４ 実施時期等 

（１） 実施時期 

    この実施要領における割引措置の実施時期は平成１５年１

２月１日とする。 

    ただし、ＥＴＣ利用の実施時期については、平成１６年１月

２０日とする。 

    なお、ＥＴＣ未整備料金所におけるＥＴＣ利用の実施時期に

ついては、ＥＴＣ機器が整備され運用開始する日とする。 

 

  附  則 

この改正は、令和３年１１月１日から実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 対象障害者又は代理人が事実と異なる内容により３(２)

①の申請を行った場合又は３(２)②のＥＴＣ利用申請を行

った場合 

ハ その他、この実施要領に反する行為と会社等が認めた場合 

② 割増金の徴収 

３(６)①イからハのいずれかの規定に該当する場合は、この

実施要領に反して本措置の適用を受けた者に対し、道路整備特

別措置法(昭和 31年 3月 14日法律第 7号)第 26条の規定によ

り通常料金のほか、不法に免れた額の２倍の額を割増金として

徴収する。 

４ 実施時期等 

（１） 実施時期 

    この実施要領における割引措置の実施時期は平成１５年１

２月１日とする。 

    ただし、ＥＴＣ利用の実施時期については、平成１６年１月

２０日とする。 

    なお、ＥＴＣ未整備料金所におけるＥＴＣ利用の実施時期に

ついては、ＥＴＣ機器が整備され運用開始する日とする。 

 

  附  則 

この改正は、令和３年４月１６日から実施する。 
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別表１ （略） 

 

別表２ 

事業者名 アプリ名 

株式会社ミライロ ミライロ ID 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１ （略） 

 

別表２ 

事業者名 アプリ名 

株式会社ミライロ ミライロ ID 
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様式１ （差し替え） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１ 

有料
ゆうりょう

道路
ど う ろ

障害者
しょうがいしゃ

割引
わりびき

申請書
しんせいしょ

 兼
けん

 ＥＴＣ利用
り よ う

申請書
しんせいしょ

 

 

太枠内のみご記入ください。（枠からはみ出さないよう丁寧に記入してください）             新規・変更・更新 

申請年月日 年      月      日 

ふりがな  

申請者氏名  生年月日 (西暦)     年  月  日 

ふりがな  

住  所 〒 

日中連絡をとることが

できる連絡先 
電話    （   ） ＦＡＸ    （   ） 

身 体 障 害 者 手 帳 又 は 

療 育 手 帳 の 手 帳 番 号 
 

自 動 車 登 録 番 号 

又 は 車 両 番 号 
【記載例：品川○○○あ○○-○○】 

自 動 車 の 所 有 者 (注 １ ) 氏 名  続柄等  

□本人の運転による割引が認められる場合 

□本人以外の者の運転による割引が認められる場合（本人の運転の場合も割引が適用されます） 

ＥＴＣ 

カード 

(注２) 

名 義 

(カナ又はローマ字) 
 

番 号 

(左詰：14～19桁) 

 

                   
 

続 柄  

ＥＴＣ 

車載器 

(注３) 

管理番号 

(5桁－8桁－6桁) 

 

     －         －       
 

※ＥＴＣカードの番号及びＥＴＣ車載器の管理番号は左詰めで記入してください。 

ＥＴＣ割引有効期限 年      月      日 整理番号     －  －         
 

割引有効期限 年      月      日 

【記入上の注意】 
（注１） 

・自動車検査証又は軽自動車届出済証上の所有者の氏名を記入してください。 
・割賦契約又は長期の賃貸借契約等により自動車を利用している場合は、自動車検査証又は軽自動車届出済証上の使用者の氏名を記入
してください。 

・続柄等は申請者との関係を記入してください。（重度の障害をお持ちの方で、継続して日常的に介護している方の所有する自動車を
登録する場合は「介護者」と記入してください。） 

（注２：ＥＴＣ利用申請をされない方は記入の必要はありません） 
・名義・番号はＥＴＣカードのとおり記入してください。（障害者ご本人名義のものに限ります。ただし未成年の重度障害者の方がご
本人以外の方の運転による割引の適用を受け、かつご本人の運転による割引の適用を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義の
ものも対象になります。） 

・続柄は申請者との関係を記入してください。 
（注３：ＥＴＣ利用申請をされない方は記入の必要はありません） 

・管理番号は「ＥＴＣ車載器セットアップ申込書･証明書」のとおり記入してください。 
【個人情報の保護】 
   各有料道路事業者は、ＥＴＣ利用対象者証明書に記載した登録者の個人情報について、「有料道路ＥＴＣ割引登録係における個人情報

の取り扱いについて」にしたがって、適切に取り扱います。  
【通行上の注意】 
   料金所で料金をお支払いいただく際に、料金所係員が身体障害者手帳又は療育手帳の記載事項及び障害者ご本人が運転又は同乗して

いることを確認させていただきます。 
   なお、登録されたＥＴＣカードを登録された車載器に挿入して無線通行した場合以外でのご利用では割引は適用されませんので、ご

注意ください。 
ＥＴＣ未整備料金所や点検等によりＥＴＣレーンを利用できない場合や通信エラーによりバーが開かない場合などには料金所係員
にＥＴＣカードを渡してのお支払いとなります。この場合は事前に障害者割引のために登録されているＥＴＣカードでのお支払い
の場合でも、係員への手帳の呈示が必要となります。（手帳の呈示なしでは割引になりません。）このため、有料道路をご利用される
際は、必ず手帳を携行するようにしてください。 

※その他の注意事項につきましては、「有料道路における障害者割引制度のご案内」の内容を、ご了承のうえ、申請してください。 

　□　本人の運転による割引が認められる場合

　□　本人以外の者の運転による割引が認められる場合（本人の運転の場合も割引が適用されます）

※チェックされた方は、下記「ＥＴＣカード」、「ＥＴＣ車載器」の記入は不要です

※以下項目については・・・【新規申請の場合】全ての欄を記入、【変更・更新申請の場合】は変更箇所のみ記入してください
※前回申請時から変更のない項目は、以下の□にチェックを入れてください

（以下を確認のうえ、チェックを入れてください）

　□　空欄となっている箇所については、前回申請時から変更はありません

　□　記入箇所については、ＥＴＣ登録が初めて、又は前回申請時から変更があります（変更がない場合で記入してしまった際は、該当箇所に取り消し線を引いてください）

※以下項目については代理人申請の場合のみ記入してください

以下、福祉担当窓口にて記入

　上記申請者については、持参された書類等と照らし合わせ、誤りがないことを確認した結果、有料道路における障害者割引措置の対象者であり、 
　本書面記載の申請内容は本措置を受けることが可能であることを証明する。

フリガナ （姓） （名）

生年月日 （西暦）　　　　　　年　　　　月　　　　日申請者氏名
（手帳所持者）

有料道路障害者割引申請書　兼　ＥＴＣ利用申請証明書

手続の内容

申請年月日 （西暦）　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

ETC利用登録の状況 □　登録済　　　　　□　未登録　□　新規　　□　変更　　□　更新

郵便番号 　〒

フリガナ

住所

　　　　　　　　　　　　　都　道
　　　　　　　　　　　　　府　県

（マンション名・号室）

自動車登録番号又は
車両番号

日中連絡を取ることができる
連絡先

電話　　　　　　　　　（　　　　　） FAX　　　　　　　　　（　　　　　）

身体障害者手帳又は
療育手帳の番号

※福祉担当窓口にて記入

自動車の所有者
（10ページ注1）

氏名 申請者との続柄

ＥＴＣ登録不要 　□　ＥＴＣ利用申請されない場合はチェックを入れてください

ＥＴＣカード
（10ページ注2）

□変更なし
名義

（カタカナでご記入ください）
番号

（左詰め：14桁～19桁）

申請者との関係 □　本人　　　□　親権者　　　□　法定後見人

□変更なし

□変更なし

ＥＴＣ車載器
（10ページ注3）

□変更なし
管理番号

（5桁－8桁－6桁）

ＥＴＣ割引有効期限 （西暦）　　　　　　年　　　　月　　　　日 有期あり

代理人氏名 申請者との続柄

住所

　□
身体障害者手帳または療育手帳に
有効期限が設定されている場合はチェックを入れてください

※「ＥＴＣ登録不要」をチェックした場合、「ＥＴＣ割引有効期限」及び「整理番号」の記入は不要

割引有効期限

【証明書発行日】 （西暦）　　　　　　年　　　　月　　　　日

（西暦）　　　　　　年　　　　月　　　　日 整理番号

－

－ －

－ －
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様式２ （差し替え） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式２  
様式２ 

ＥＴＣ利用
り よ う

対象者
たいしょうしゃ

証明書
しょうめいしょ

 
                                                 新規・変更・更新 

ふりがな  

申請者氏名  生年月日 (西暦)     年  月  日 

ふりがな  

住  所 〒 

日中連絡をとるこ

とができる連絡先 
電話    （   ） ＦＡＸ    （   ） 

 

自 動 車 登 録 番 号 

又 は 車 両 番 号 

 

 

自 動 車 の 所 有 者  氏 名  続柄等  

 

 

ＥＴＣ 

カード 

名 義 

(カナ又はローマ字) 
 

番 号 

(左詰：14～19桁) 

 

                   

 

 

ＥＴＣ 

車載器 

管理番号 

(5桁－8桁－6桁) 

 

     －         －       

 

 

ＥＴＣ割引有効期限 年      月      日 整理番号     －  －         
 

 

上記申請者は有料道路における障害者割引措置の対象者であり、上記ＥＴＣカードの名義は

上記申請者が本措置を受けることが可能な名義であることを証明する。 

 

                                              年  月  日 

                                      都道 

                                      府県              福祉事務所長又は町村長       印 

 

連絡先電話番号    （   ） 

ＦＡＸ番号    （   ） 

 

有料道路 

事業者 

使用欄 

受入番号  

受 入 入 力 照 査 確 認 

    

以下の太線枠からはみ出さないよう丁寧に記入してください。なお、記入の際は●ページ「申請書の記入方法について」をご覧ください。
※ETCをご利用されないお客さまは、本書（登録係送付用）をお送りいただく必要はありません。

　□　本人の運転による割引が認められる場合

　□　本人以外の者の運転による割引が認められる場合（本人の運転の場合も割引が適用されます）

※チェックされた方は、下記「ＥＴＣカード」、「ＥＴＣ車載器」の記入は不要です

※以下項目については・・・【新規申請の場合】全ての欄を記入、【変更・更新申請の場合】は変更箇所のみ記入してください
※前回申請時から変更のない項目は、以下の□にチェックを入れてください

（以下を確認のうえ、チェックを入れてください）

　□　空欄となっている箇所については、前回申請時から変更はありません

　□　記入箇所については、ＥＴＣ登録が初めて、又は前回申請時から変更があります（変更がない場合で記入してしまった際は、該当箇所に取り消し線を引いてください）

※以下項目については代理人申請の場合のみ記入してください

以下、福祉担当窓口にて記入

　上記申請者については、持参された書類等と照らし合わせ、誤りがないことを確認した結果、有料道路における障害者割引措置の対象者であり、 
　本書面記載の申請内容は本措置を受けることが可能であることを証明する。

都
府

道
県

身体障害者手帳または療育手帳に
有効期限が設定されている場合はチェックを入れてください

□変更なし
管理番号

（5桁－8桁－6桁）

確認

ＦＡＸ番号 　　　　　　　　　（　　　　）

登録係
使用欄

受入番号

受入 入力 照査

福祉事務所長又は町村長

連絡先電話番号 　　　　　　　　　（　　　　）

（西暦）　　　　　　年　　　　月　　　　日

【証明書発行日】 　（西暦）　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

※「ＥＴＣ登録不要」をチェックした場合、「ＥＴＣ割引有効期限」及び「整理番号」の記入は不要です

整理番号割引有効期限

ＥＴＣ割引有効期限 （西暦）　　　　　　年　　　　月　　　　日 有期あり

ＥＴＣカード
（10ページ注2）

□変更なし

番号
（左詰め：14桁～19桁）

ＥＴＣ登録不要 　□　ＥＴＣ利用申請されない場合はチェックを入れてください

申請者との関係 □　本人　　　□　親権者　　　□　法定後見人

ＥＴＣ車載器
（10ページ注3）

名義
（カタカナでご記入ください）

□変更なし

□変更なし

　□

日中連絡を取ることができる
連絡先

電話　　　　　　　　　（　　　　　）

自動車登録番号又は
車両番号

【記載例】品川〇〇〇あ△△△△

FAX　　　　　　　　　（　　　　　）

身体障害者手帳又は
療育手帳の番号

自動車の所有者
（10ページ注1）

氏名 申請者との続柄

※福祉担当窓口にて記入

フリガナ （姓） （名）

生年月日 （西暦）　　　　　　年　　　　月　　　　日申請者氏名
（手帳所持者）

郵便番号 　〒

フリガナ

住所

　　　　　　　　　　　　　都　道
　　　　　　　　　　　　　府　県

（マンション名・号室）

有料道路障害者割引申請書　兼　ＥＴＣ利用申請証明書

手続の内容

申請年月日 （西暦）　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

　□　新規　　□　変更　　□　更新 ETC利用登録の状況 □　登録済　　　　　□　未登録

住所

代理人氏名 申請者との続柄

－

－ －

印

－ －




